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市民活動推進委員会設置の経緯について 

 

 

（１）第 1 期市民活動推進委員会の設置 

 市民活動推進センターの円滑な運営と市民活動の推進を図るため、「市民活動推進センタ

ー運営委員会」を設置（平成１６年）し、市民活動推進センターの管理運営のあり方や市

民活動まつり等の事業を実施してきた。 

市民活動推進センター運営委員会での検討において「市民活動の更なる輪を広げ、連携

体制を強化し、協働のまちづくりを推進する組織」を構築することが望ましいとの結論に

至ったことから、市民活動推進センター運営委員会を発展的に廃止し、平成２３年に「第 1

期市民活動推進委員会」を設置した。 

 

第 1 期市民活動推進委員会の概要 

設置目的 市民活動の推進及び市民等と市との協働を進める 

所掌 (１)市民活動団体と市が協働で実施できる事業の促進に関すること 

(２)市民活動団体同士の連携・協力の推進に関すること 

(３)市民活動の推進に係る関係機関の調整に関すること 

(４)市民活動推進センターへの企画提案、評価に関すること 

(５)その他市長が必要と認める事項に関すること 

委員構成 (１)推進センターの登録団体からの代表者 (２名) 

(２)推進センターの受託団体からの代表者 (１名) 

(３)有識者               (２名) 

(４)ボランティア関連からの代表者    (２名) 

(５)自治連合会からの代表者       (１名) 

(６)子ども関係団体からの代表者     (１名) 

(７)高齢者クラブ連合会からの代表者   (１名) 

(８)公募市民              (３名) 

(９)地区社会福祉協議会からの代表者   (１名) 

(10)市の職員              (１名) 

任期 ２年（平成 23 年 5 月 10 日～平成 25 年 3 月 31 日） 

 

 

 

 

第 1 回市民活動推進委員会 

平成 27 年 12 月 15 日 資料２ 
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（２）第２期市民活動推進委員会の設置までの経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民活動推進委員会 補助金評価委員会 

＜委員構成＞ 7 名 

学識経験者 2 名、行政経験者 1 名 

会社経営者等 1 名、市民公募 3 名 

市の補助金全般の審査 

（市民団体活動支援補助金の審査） 

23年度 

24年度 

25年度 

26年度 

第１期市民活動推進委員会 

＜ねらい＞ 

・情報共有の場 

・ネットワークを構築する場 

・お互いの活動の連携を強化する場 

・市との協働を促進する場 

＜会議回数＞23年度3回、24年度5回 

＜審議まとめ＞ 

市ホームページの活用による一元的

な市民活動情報の発信 

27年度 第２期市民活動推進委員会 

市民活動の推進、連携、協働の審議

と併せ、市民団体活動支援補助金の

審査を新たに追加 

 

補助金評価委員会の廃止 

補助金評価委員会廃止の方向性が示さ

れ、市民活動推進委員会の見直しを検討 

補助金評価委員会廃止の決定を受け、平

成 27 年度より市民活動推進委員会にて

補助金審査を実施することが決定 

28年度 

29年度 


